
 

 

 

令 和 元 年 ５ 月 ８ 日 

第七管区海上保安本部 

 

 

海図「別府湾」を発行しました 

～ 図名･縮尺･分図変更のうえ 1７年ぶりのリニューアル ～ 

 

 

 

 

 

海上保安庁は、船舶の安全な航海に必要な水深、港界、灯台等の航路標識、港湾施設

等の情報を記載した海図を作製し、発行しています。 

航海安全の確保及びユーザーの利便性向上の観点から「別府湾付近」W1219の海図を

17年ぶりにリニューアルし、平成31年 4月 26日に発行しました。 

現行の海図は、大分港の港域全体が網羅されていなかったことから、陸域を縮小して

大分港全域を包含するとともに、分図「別府港」に統合及び縮尺変更のうえ、1枚の海

図で見ることができるように致しました。 

また、今後は航行安全確保のため最新の水深情報等が反映された新しい海図を航海に

使用してください。 

新しい海図は水路図誌販売所等でお求めになれます。水路図誌販売所等は、一般財団

法人日本水路協会にお問い合わせください。 

 
○海図の概要 

海図番号 図名 縮尺 発行日 価格（税込） 

Ｗ1219 別府湾 

（分図）別府港 

1/35,000 

1/10,000 

平成 31月 4月 26日 3,456円 

 

○海図の入手方法等 

海図は最寄りの水路図誌販売所又は取次店で購入できます。販売所等については、以下のホ

ームページ「海図の購入方法（水路図誌販売所）」や当庁刊行の水路図誌目録をご覧ください。 

海図の購入方法はこちらへ ： https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOKAI/ZUSHI3/defalt.htm 

問い合わせ先 

第七管区海上保安本部 

  海洋情報部監理課長 渡邊 

TEL 093-321-2931(内線 2510) 

  

 

大分県の海図「別府湾付近」に含まれている大分港の範囲を、ユーザーの利便性

向上の観点から全域を含んだ範囲に変更及び第七管区海上保安本部による測量成果

を反映し、海図の名称を「別府湾」に変更のうえ、平成３１年４月２６日に発行し

ました。 

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOKAI/ZUSHI3/defalt.htm


従来の海図W1219（1:30,000）
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新しい海図W1219 （1:35,000）

図郭拡大

陸部を縮小し、海側へ図郭を広げて、大分港全域を含めるとともに、分図の「別
府国際観光泊地」及び「別府泊地」をまとめて「別府港」として縮尺変更のうえ、
１枚の海図で見ることができるようになりました。
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